
 

 

障第１０９６号 

令和３年７月１４日 

 

 各指定障害福祉サービス事業所運営法人代表者 

各指定障害者支援施設運営法人代表者 

各指定一般相談支援事業所運営法人代表者     様 

各指定障害児通所支援事業所運営法人代表者 

各指定障害児入所施設運営法人代表者 

（岐阜市所管の施設等は除く。） 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

 

 「障害児通所支援事業所等(障害児通所支援、生活介護及びグループホーム) 

  における安全な医療的ケアの実施体制のための手引き並びに研修プログラム」 

の周知について 

 

 

  このことについて、厚生労働省から別添のとおり通知がありましたので、お知らせしま

す。 
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係 長 若 原 担 当 岩 垣 

電 話 058-272-1111 内 2615 

F A X 058-278-2643 
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